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✔乗合タクシーを利用するには利用者登録が必要になります。
　①　窓口（市役所、羽ノ浦支所）、郵送、インターネットにより
　　利用者登録申請をしてください。
　②　利用登録が完了しましたら、市役所から利用登録完了通知書と　　
　　利用登録証をご自宅へ送付します。

✔乗合タクシーは予約がある場合にのみ運行しますので、利用の際　　　
　には予約が必要になります。
✔乗車する日の一週間前から前日正午までに市役所へ電話による　　
　予約を行ってください。
　※乗車日の前日が休日の場合は、前運行日正午までに予約を　　
　　行ってください。

✔乗合タクシーに乗車する際には、利用登録証が必要です。
　①　乗車の際に、利用登録証を運転手に提示してください。
　②　降車時に、利用料金（又はバス券）を運転手にお渡しください。

利用登録申請書は阿南市ホームページからダウンロード可能です。
インターネットにより申請される方は、右のＱＲコードより申請してください。

 


